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浜田市議会政務活動費の交付に関する細則（別表抜粋） 

 

別表 政務活動費をあてることができる経費 

費目 支出することができるもの 支出することができないもの 

調査研究費 ○旅費(運賃等､宿泊料) 
○車借上料（バス、タクシー等) 
○車利用の場合は有料道路代､ガソ
リン代実費 

○調査委託(コンサルタント委託)に
要する経費 

〇インターネット使用料 

(経費の 1/3以内) 
○アプリケーション使用料 
(経費の 1/3以内) 

〇タブレット端末使用料 
(経費の 1/3以内) 

○調査研究に必要な資料印刷費  

●議長が承認しない視察旅費 
●先進地の位置付けに明確さを欠く
視察 

●海外視察に係る経費 
※議長に承認を得た､友好都市及び
それに準ずる都市についての視察
は認める 

●議員の飲食費(食料費) 
●視察先への土産代 

研修費 ○旅費(運賃等､宿泊料) 
○車借上料(バス、タクシー等) 
○車利用の場合は有料道路代､ガソ
リン代実費 

○会場使用料 

○講師謝礼 
○講師との食事代(講師分のみ) 
○研修会等参加者負担金､会費 

●議員の飲食費 ●茶菓子 
●講師への土産代 
●政治団体等への大会､研修会等の
参加費､交通費､宿泊料等 

※食料費は原則的に認められない

が､研究研修費における｢出席者負
担金｣や｢会費｣の中に食料費が含
まれている場合は認める｡ 

広報費 ○広報紙の作成費、発送費（経費
1/3 以内、年間上限額なし） 

○ホームページ、ブログ、有料版
SNS 等の開設費、運営経費（経費
1/3 以内、年間上限額なし） 

●後援会会員のみへ配付する広報紙 
●年賀状や暑中見舞い等の挨拶状 
●選挙活動、政党活動、後援会活動に
該当すると思われる内容 

広聴費 ○旅費 (運賃等､宿泊料) 
○車借上料(バス、タクシー等) 
○車利用の場合は有料道路代､ガソ

リン代実費 
○会場使用料 ○資料印刷費 
○会議に伴う湯茶､茶菓子代 
○文書通信費 
 

●飲食費 
●議員の所属政党または後援会等が
主催する意見交換会、後援会会員

のみへ行うアンケート 

要請･陳情 
活動費 
 
 
 

○旅費(運賃等､宿泊料) 
○車借上料(バス、タクシー等) 
○車利用の場合は有料道路代､ガソ
リン代実費 

○印刷費 ○写真代 ○文書コピー代 
○事務用品､消耗品 

○郵送料 

●議長が承認しない要請･陳情活動
の経費 
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資料作成費 ○印刷費 

○写真代 
○文書コピー代 
○研究･研修･視察等の報告書作成に
係る印刷代､写真代 

○事務用品､消耗品 
(明確に政務活動費に係るもの以
外は按分:該当経費の 1/3以内) 

○リース料 

●議員個人､政党の宣伝活動に係る

経費 
●選挙活動の資料作成費 
●議会活動報告書等の印刷､郵送料
等の経費 

●1 件の取得価格(税込)が 5 万円を
超える事務用品等の購入は認めな
い。 

資料購入費 ○書籍購入費 
(明確に政務活動費に係るもの以
外は按分:該当経費の 1/3以内) 

○新聞購読料(専門誌のみ該当経費
の 1/3以内) 

●新聞購読料で一般紙は認めない｡ 
●所属政党､宗教等の図書､雑誌､新
聞等 

 

その他 
(上記費目
すべてに該
当) 

 ●電話代(自宅､携帯) 
●名刺代 
●議員個人の自動車管理費 
●政治活動に係る経費 
●慶弔関係経費､見舞金､餞別､寸志､
電報､祝詞等 

●政党への寄付金 
●私的支出に係る経費 

備  考 （1）宿泊料は、原則実費とし、浜田市職員等の旅費に関する条例施行規則
別表第 1 にある常勤の特別職の職員の宿泊料に準じた額の範囲内と
し、超える部分は自己負担とする。 

（2）運賃等とは、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃のことをいう。 

 

※詳細については、政務活動費【交付マニュアル・使途運用基準】を参照すること 

 

 

 


